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   附 則 

 

１ この定款は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律第 106 条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 

 

２ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条

第１項に定める特例民法法人の解散の登記と,公益法人の設立の登記を行ったとき

は,第６条の規定にかかわらず,解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし,設立

の登記の日を事業年度の開始日とする。 

 

３ 第22条の規定にかかわらず,この法人の最初の理事長は杉山吉茂,専務理事は新免

利也,常務理事は星村平和及び中井武文とする。 

 

４ 第 11 条の規定にかかわらず,この法人の最初の評議員は,旧主務官庁の認可を

受けて，評議員選定委員会において行うところにより，次に掲げるものとする。 

   有田 和正     尾田 幸雄 

梶田 叡一     角屋 重樹 

亀井 浩明     北島 義斉 

木村 治美     佐島 群巳 

佐野 金吾     清水 厚実 

田中 博之     玉井美知子 

中川 栄次     中里 至正 

中洌 正堯     波多野義郎 

原田 智仁     宮本 茂雄 

山極  隆     大倉 公喜 
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５ 昭和 45 年の法人設立時の理事及び監事は，次のとおりとする。 
理事 （理事長） 平澤 興 
理事 （専務理事）堀場正夫 
理事 （常務理事）鰺坂二夫 
理事 （常務理事）渡辺 茂 
理事 （常務理事）近藤達夫 
理事       平塚益徳 
理事       保田 與重郎 
理事       奥西 保 
理事       北島織衛 
理事       田中克己 
監事       高橋武夫 
監事       辰野千寿 
監事       工藤 清 
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別表  基本財産 

 

財産種目 場所,物量等 

定期預金 みずほ銀行京都支店   4,000 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


